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地域づくり推進部 

 

 

 

トータルコストについて 

  トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あく

まで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していま

せん。 
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令和４年１２月定例会議案説明資料目次 

 

地域づくり推進部  

【予算関係】 

（一般会計） 

議案番号 件       名 課 名 等 頁 

第１号 令和４年度鳥取県一般会計補正予算（第６号）   

 １ 補正予算説明資料 （総括表） 

地域交通政策課 

３ 

４ 

２ 歳入歳出事項別明細書  ５ 

３ 節の明細  ７ 

４ 繰越明許費に関する調書  ８ 

５ 債務負担行為に関する調書  ９ 

 

 

【予算関係以外】 

（議  案） 

議案番号 件       名 課 名 等 頁 

第１６号 事業契約（鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所

糀町庁舎整備等事業）の締結についての議決の一

部変更について 

西部総合事務所県民福祉局 １０ 

第２１号 鳥取県個人情報保護条例 県民参画協働課 １１ 

 

 

（報  告） 

報告番号 件       名 課 名 等 頁 

第１号 令和３年度鳥取県継続費精算報告書について 文化政策課 ２９ 
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議案第１号

（単位：千円）

国庫支出金 起債 その他 一般財源

中山間・地域交通局

　地域交通政策課 874,422 19,000 893,422 19,000

地域づくり推進部　計 10,601,789 19,000 10,620,789 19,000

　説　明

　【主な事業】

　　（地域交通政策課）
　　　・（新）公共交通ドライバー確保緊急支援事業 19,000 千円

議 案 説 明 資 料 総 括 表
地域づくり推進部 

課　　名 補正前の額 補正額 計
財　　源　　内　　訳

備考
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令和４年度一般会計補正予算説明資料
２款　総務費
　２項　企画費  地域交通政策課 （ 内線 ： ７６４１ ）
　　３目　交通対策費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）公共交
通ドライバー
確保緊急支援
事業

0 19,000 19,000 19,000

 トータルコスト 0 19,789 19,789（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人補助金交付事務等
 工程表の政策内容 －

事業内容の説明

 １　事業の目的、概要

　長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、県内のタクシードライバーの２割が離職するなど、地域公共交通の

担い手であるドライバー不足が深刻な状況となっている。地域公共交通を維持し、アフターコロナの需要回復にも

対応できるよう、バス・タクシー事業者が実施するドライバー確保のための取組を支援する。

 ２　主な事業内容

　バス・タクシー事業者が実施するドライバー確保の取組を支援する。（補助）

　　補助事業者：鳥取県バス協会、鳥取県ハイヤータクシー協会

　　補助対象経費：バス・タクシードライバーに必要な２種免許を取得する経費、新規採用や広報に係る経費等

　　補助率：2/3（広報に係る経費にあっては10/10）

　　その他：バス10人・タクシー30人相当

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 
   〇事業目標

　　 地域交通の維持のため、バス・タクシードライバーの確保を図る。

　 〇取組状況等

　地域交通を担うバス・タクシードライバーは、近年、慢性的に不足している状況であり、地域交通の維持・確

保を図るため、従来からタクシー経営者向けの採用力強化セミナーや運転体験付き就職相談会などを実施してき

た。今回、コロナ禍によるドライバーの大量離職に緊急的に対応するため、バス・タクシードライバーの確保対

策に取り組み、引き続き地域交通の維持確保を図っていく。
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令和４年度一般会計補正予算（第６号)歳入歳出事項別明細書（地域づくり推進部）

 

　 節　　　 補正前 補正額 補正後 補正前 補正額 補正後 補正前 補正額 補正後

１ 報             酬 635,802 186 635,988 148,844 0 148,844 141,033 0 141,033

２ 給             料 3,078,577 86,072 3,164,649 752,004 0 752,004 744,408 0 744,408

３ 職 員 手 当 等 4,983,179 663,742 5,646,921 401,650 0 401,650 388,623 0 388,623

４ 共     済     費 1,135,591 136,000 1,271,591 278,424 0 278,424 275,072 0 275,072

５ 災  害  補  償  費 500 0 500 0 0 0 0 0 0

６ 恩給及び退職年金 5,424 0 5,424 0 0 0 0 0 0

７ 報     償     費 311,446 3,349 314,795 18,886 0 18,886 15,524 0 15,524

８ 旅            費 236,104 1,539 237,643 50,201 0 50,201 39,545 0 39,545

   費   用   弁   償 39,084 0 39,084 12,043 0 12,043 10,003 0 10,003

   普   通   旅   費 148,299 0 148,299 19,881 0 19,881 14,282 0 14,282

   特   別   旅   費 48,721 1,539 50,260 18,277 0 18,277 15,260 0 15,260

９ 交     際     費 2,900 0 2,900 300 0 300 100 0 100

１０ 需     用     費 571,211 0 571,211 114,286 0 114,286 34,071 0 34,071

１１ 役     務     費 637,760 6 637,766 51,829 0 51,829 25,727 0 25,727

１２ 委     託     料 6,440,549 160,602 6,601,151 2,730,864 0 2,730,864 2,297,303 0 2,297,303

１３ 使用料 及び 賃借料 1,106,706 423 1,107,129 36,536 0 36,536 23,767 0 23,767

１４ 工  事  請  負  費 2,839,624 217,038 3,056,662 1,915,545 0 1,915,545 1,737,924 0 1,737,924

１５ 原   材   料   費 565 0 565 565 0 565 565 0 565

１６ 公有財産購入費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１７ 備  品  購  入  費 82,569 0 82,569 43,083 0 43,083 43,083 0 43,083

１８ 負担金､補助及び交付金 10,934,060 1,034,765 11,968,825 3,248,773 19,000 3,267,773 1,685,017 19,000 1,704,017

１９ 扶     助     費 900 0 900 0 0 0 0 0 0

２０ 貸     付     金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２１ 補償、補填及び賠償金 1,800 0 1,800 0 0 0 0 0 0

２２ 償還金､利子及び割引料 170,200 0 170,200 0 0 0 0 0 0

２３ 投 資 及び 出 資 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２４ 積     立     金 986,681 0 986,681 700,175 0 700,175 700,175 0 700,175

２５ 寄   　付     金 30,800 0 30,800 30,800 0 30,800 30,800 0 30,800

２６ 公     課     費 356 0 356 0 0 0 0 0 0

２７ 繰     出     金 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0

予　 　備　 　費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 34,203,304 2,303,722 36,507,026 10,522,765 19,000 10,541,765 8,182,737 19,000 8,201,737

財  国　庫　支　出　金 5,190,299 728,202 5,918,501 1,102,422 0 1,102,422 620,317 0 620,317

源  地　　　方　　　債 2,319,000 0 2,319,000 1,710,000 0 1,710,000 1,499,000 0 1,499,000

内  そ      の      他 2,113,754 0 2,113,754 1,389,117 0 1,389,117 1,018,577 0 1,018,577

訳  一   般    財   源 24,580,251 1,575,520 26,155,771 6,321,226 19,000 6,340,226 5,044,843 19,000 5,063,843

（単位：千円）

    ２項 企画費

款　　項　　目　

    ２款 総務費

    うち地域づくり推進部
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令和４年度一般会計補正予算（第６号)歳入歳出事項別明細書（地域づくり推進部）

 

　 節　　　

１ 報             酬

２ 給             料

３ 職 員 手 当 等

４ 共     済     費

５ 災  害  補  償  費

６ 恩給及び退職年金

７ 報     償     費

８ 旅            費

   費   用   弁   償

   普   通   旅   費

   特   別   旅   費

９ 交     際     費

１０ 需     用     費

１１ 役     務     費

１２ 委     託     料

１３ 使用料 及び 賃借料

１４ 工  事  請  負  費

１５ 原   材   料   費

１６ 公有財産購入費

１７ 備  品  購  入  費

１８ 負担金､補助及び交付金

１９ 扶     助     費

２０ 貸     付     金

２１ 補償、補填及び賠償金

２２ 償還金､利子及び割引料

２３ 投 資 及び 出 資 金

２４ 積     立     金

２５ 寄   　付     金

２６ 公     課     費

２７ 繰     出     金

予　 　備　 　費

計

財  国　庫　支　出　金

源  地　　　方　　　債

内  そ      の      他

訳  一   般    財   源

款　　項　　目　

補正前 補正額 補正後 補正前 補正額 補正後

0 0 0 148,844 0 148,844

0 0 0 752,004 0 752,004

0 0 0 401,650 0 401,650

0 0 0 278,424 0 278,424

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

766 0 766 18,986 0 18,986

2,045 0 2,045 50,751 0 50,751

0 0 0 12,043 0 12,043

1,400 0 1,400 19,881 0 19,881

645 0 645 18,827 0 18,827

0 0 0 300 0 300

1,419 0 1,419 114,286 0 114,286

1,350 0 1,350 51,829 0 51,829

76,833 0 76,833 2,733,514 0 2,733,514

700 0 700 36,536 0 36,536

0 0 0 1,915,545 0 1,915,545

0 0 0 565 0 565

0 0 0 0 0 0

0 0 0 43,083 0 43,083

791,134 19,000 810,134 3,324,497 19,000 3,343,497

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

175 0 175 700,175 0 700,175

0 0 0 30,800 0 30,800

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

874,422 19,000 893,422 10,601,789 19,000 10,620,789

212,400 0 212,400 1,114,144 0 1,114,144

0 0 0 1,710,000 0 1,710,000

175 0 175 1,389,907 0 1,389,907

661,847 19,000 680,847 6,387,738 19,000 6,406,738

（単位：千円）

               ３目 交通対策費

地域づくり推進部合計

  ２款 総務費

       うち地域づくり推進部

           ２項 企画費
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２項　企画費

３目　交通対策費

負担金、補助
及び交付金

公共交通ドライバー確保緊急支援事業補助金 19,000

２款　総務費

節　　　の　　　明　　　細

項　　　　　　　　　　　目 金額（千円）等
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（単位：千円）

国庫補助金 起債 その他 一般財源

2 総 務 費 2 企 画 費 3 交 通 対 策 費
公 共 交 通 ド ラ イ バ ー 確 保
緊 急 支 援 事 業 費

地 域 交 通
政 策 課

19,000 19,000 19,000

事業所のニーズに応じて年度ま
たぎの事業に柔軟に対応するた
め。

2 総 務 費 2 企 画 費 5 スポーツ振興費 ス ポ ー ツ 環 境 整 備 事 業 費 スポーツ課 380,848 39,941 35,000 4,941

鳥取産業体育館プールの空調機
更新工事において、工期の延長
が必要になったため。

2 総 務 費 2 企 画 費 6 文 化 財 保 護 費 史跡青谷上寺地遺跡整備事業費
と っ と り
弥生の王国
推 進 課

1,270,016 147,393 63,431 47,000 30,226 6,736

史跡整備工事の土木工事の施工
時期について、工程の延長が必
要となったため。

1,669,864 206,334 63,431 82,000 30,226 30,677地 域 づ く り 推 進 部　　　合　　計

繰　越　明　許　費　に　関　す　る　調　書

左　の　財　源　内　訳
備　考

翌年度
繰越額

款 課名目項 事　　業　　名 予算額

追加

-
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追加

期　　　間 金　　額 期　　　間 金　　額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

令和４年度
東部庁舎庁舎管理費

東部地域振興事務
所

90,942
令和５年度から
令和７年度まで

90,942 90,942

清掃業務委託・
施設総合保守管
理業務委託・構
内植栽管理業務
委託

令和４年度
中部総合事務所運営事
業

中部総合事務所
県民福祉局

60,218
令和５年度から
令和７年度まで

60,218 60,218

清掃業務委託・
常駐警備委託・
建築物環境衛生
管理業務委託

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　項 課名 限度額
前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額

左　 の 　財 　源 　内 　訳

備考特　　定　　財　　源
一般財源
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 議案第１６号（その他）             西部総合事務所県民福祉局（0859-31-9655） 

条

例

名

等 

事業契約（鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業）の締結についての
議決の一部変更について 

 

 

 

提 

 

出 

 

理 

 

由 

 

及 

 

び 

 

概 

 

要 

 

 
 
１ 提出理由 

次のとおり事業契約（鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業）
の締結についての議決（令和３年３月２６日議決）の一部を変更することについて、民
間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１
７号）第１２条の規定により、本議会の議決を求める。 

 
 

２ 概要 
次の表の変更前の欄に掲げる規定を同表の変更後の欄に掲げる規定に、下線で示すよ

うに変更する。 
 

変  更  後 変  更  前 

４ 契約金額  
１，６５５，０２１，３７２円 

４ 契約金額  
１，５９８，７１７，７９１円 

 
 
３ 変更理由 

事業契約（令和３年３月）締結後の急激な資材の高騰、労務費の上昇に伴い、施設整備
費が大幅に上昇する状況となったことから、契約金額の変更を行うものである。 

 
 
 
 

【参考】現在の事業契約の締結内容 
（１）事 業 名  鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業 
（２）事業 の場 所  米子市糀町一丁目１６０番地ほか 
（３）契約の相手方 （三者契約） 

米子市加茂町一丁目１番地  
米子市  
米子市長 伊 木 隆 司 
米子市昭和町２５番地 
がいなＳＳＪパートナーズ株式会社 
代表取締役 野津 健市 

（４）契 約 金 額  １，５９８，７１７，７９１円（鳥取県分） 

契約額 1,598,718千円（総額 2,243,143千円 うち米子市 644,425千円） 

    （内訳） 
     ・施設整備費     1,269,631千円（総額 1,781,404千円 うち米子市 511,773千円） 
     ・維持管理・運営業務等 282,893千円（総額  396,924千円 うち米子市 114,031千円） 
     ・その他費用             46,194千円（総額   64,815千円 うち米子市  18,621千円） 

 
（５）契 約 期 間  令和３年３月２６日から令和１５年３月３１日まで 
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議案第２１号（条例関係）                 県民参画協働課（内線：７７５３） 

条

例

名

等 

鳥取県個人情報保護条例 

 

 

 

提 

 

出 

 

理 

 

由 

 

及 

 

び 

 

概 

 

要 

 

１ 提出理由 

鳥取県個人情報保護条例について、デジタル化等の環境の変化に対応し個人情報の保護を

図るため、及び個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法の施行及び個人に関す

る情報（死者に関する情報を含む。）の保護に関し必要な事項を定める等、所要の改正を行

うものである。 

  

２ 概  要 

(１) 基本理念 

 ア 個人情報は、プライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人の

尊厳と基本的人権の尊重が社会の基礎であるとの見地から、慎重に取り扱われなければな

らない。 

 イ 生存する個人に関する情報は、高度なデジタル技術を用いた方法により、個人の利益の

みならず公共の利益のために活用することが可能であり、政策の立案及び実施、事業活動

並びに県民生活の面においても欠かせないものであることに配慮しなければならない。 

(２) 県の責務 

 ア 県は、保有する個人情報の取扱いについて本人の権利利益を侵害しないよう最大限の配

慮をしなければならない。 

 イ 県は、生存する個人に関する情報の適正かつ効果的な活用が豊かな県民生活の実現に資

するものであることを踏まえ、その適確かつ有効な利用を図らなければならない。 

(３) 施策の推進 

 ア 県は、個人情報の保護を図るため必要な施策を講ずるものとする。 

 イ 県は、実施機関における個人情報の取扱いに関し意見、提言又は苦情があったときは、

意見若しくは提言の趣旨を十分に踏まえ、積極的に施策への反映を図り、又は苦情を適切

かつ迅速に処理するため必要な措置を講ずるものとする。 

 ウ 県は、個人情報の取扱いに関し事業者と県民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理

されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。 

(４) 個人情報の保護 

   令和５年４月から法が地方公共団体に直接適用されることに伴い、条例では法の施行に

関する事項を定める。 

 ア 実施機関は、条例個人情報ファイル簿を作成し、公表するものとする。 

 イ 保有個人情報の開示請求に係る開示情報及び不開示情報を鳥取県情報公開条例に基づく

公文書の開示請求に係る開示情報及び非開示情報と同一にする。 

 ウ 保有個人情報の開示請求に係る手数料は無料とする。 

 エ 実費の範囲内で、保有個人情報の開示の実施に係る手数料を次のとおり定める。 

 

 

- 11 -



  (ア) 写しの交付（作成）に係る手数料 

（閲   覧） 無 料 

紙の写し 

 
Ａ３判以下 

単色刷り 10円／１枚 

 複色刷り 20円／１枚 

 
Ａ２判 

単色刷り 40円／１枚 

 複色刷り140円／１枚 

 
Ａ１判 

単色刷り 80円／１枚 

 複色刷り180円／１枚 

写真フィルムの印画 10円／１枚 

スライドの印画 100円／１枚 

カセットテープの録音 50円／１枚 

電磁的記録（PDFファイル等） 
ＣＤ－Ｒ  30円／１枚 

ＤＶＤ－Ｒ  50円／１枚 

  (イ) 写しの送付に係る手数料 

（窓口での交付） 無 料 

重量 25グラム以下 560円／１件 

重量 25グラム超、 50グラム下 600円／１件 

重量 50グラム超、150グラム以下 620円／１件 

重量100グラム超、150グラム以下 690円／１件 

重量150グラム超、250グラム以下 730円／１件 

重量250グラム超、500グラム以下 870円／１件 

重量500グラム超、１キログラム以下 1,060円／１件 

重量１キログラム超、２キログラム以下 1,520円／１件 

重量２キログラム超、４キログラム以下 1,830円／１件 

    ※着払いによる場合（手数料を前納する場合は減額される。）  

 オ 行政機関等匿名加工情報及び作成された行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約に

係る手数料を次のとおり定める。 

  (ア) 行政機関等匿名加工情報の作成に係る手数料 

     21,000円 ＋ 3,950円／作成に要する時間１時間 ＋ 作成受託者に支払う額 

  (イ) 既に作成された行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料 

     (ア)と同額（利用契約締結済みの者が異なる目的・期間で利用する場合は12,600円） 

 カ 鳥取県個人情報保護審査会の事務、委員の服務、合議体、調査権限、審査請求の調査審

議手続の非公開等について定める。 

(５) 死者に関する情報の保護 

   実施機関における死者に関する情報の取扱いについては、改正後の法における生存する

個人に関する情報の取扱いの例によるものとする。 

(６) 罰則 

 ア 個人情報保護審査会の委員等が、守秘義務に違反して秘密を漏らしたときは、１年以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
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 イ 偽りその他不正の手段により、実施機関の保有する死者情報の提供を受けた者は、５万

円以下の過料に処する。 

(７) 鳥取県情報公開条例の一部改正 

 ア 個人識別符号、行政機関等匿名加工情報等を公文書の開示請求に係る非開示情報に定め、

公文書の開示請求に係る非開示情報を法に基づく保有個人情報の開示請求に係る不開示情

報と同一にする。 

 イ 鳥取県情報公開審議会の名称を鳥取県情報公開審査会に改め、同審査会の合議体、調査

権限及び審査請求の調査審議手続について所要の改正を行う。 

(８) その他の条例の一部改正 

   次に掲げる条例について、引用法令の条項及び用語を整理するため所要の改正を行う。 

   (ア) 鳥取県住民基本台帳法施行条例 

   (イ) 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例 

   (ウ) 鳥取県公文書等の管理に関する条例 

   (エ) 鳥取県債権回収計画等に関する条例 

   (オ) 鳥取県附属機関条例 

(９) 施行期日 

   施行期日は、令和５年４月１日とする。 

 

【参考】 

＜個人情報保護制度の改正前後の比較（主なもの）＞ 

項目 改正後 改正前 

死者情報の取扱い

（保有・利用制限、

安全管理等） 

法は個人情報を生存する個人に関す

る情報と規定し、死者情報は法の適用

対象外となるが、条例で死者情報の取

扱いは個人情報の取扱いの例による

と規定し、引き続き保護水準を維持す

る。 

条例で生死にかかわらず、個人

情報として規定し、取り扱う。 

個人情報の保護措

置の範囲 

法は個人情報を他の情報と容易に照

合することで特定の個人が識別され

るものと規定するが、法で個人情報に

該当しない個人に関する情報（匿名加

工情報等）についても厳格な保護措置

が義務付けられ、むしろ保護措置の対

象は拡大する。 

条例で個人情報は照合が容易か

どうかは関係なく、他の情報と

照合することで特定の個人を識

別することができるものと規定

し、保護する。 

 

 

- 13 -



 

鳥取県個人情報保護条例 

鳥取県個人情報保護条例（平成11年鳥取県条例第３号）の全部を改正する。 

目次 

 第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 個人情報の保護 

第１節 実施機関における個人情報の取扱い等（第８条―第17条） 

第２節 鳥取県個人情報保護審査会（第18条―第27条） 

 第３章 雑則（第28条・第29条） 

 第４章 罰則（第30条―第32条） 

附則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）の施行及び個

人に関する情報（死者に関する情報を含む。以下同じ。）の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めると

ともに、個人に関する情報の保護に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにし、及び施策の基本となる

事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 実施機関 次に掲げる機関又は法人をいう。 

ア 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、

収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者 

  イ 県が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定す

る地方独立行政法人をいう。以下同じ。） 

 (２) 公社 鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号。以下「情報公開条例」という。）第２条第１

項第３号に規定する公社をいう。 

 (３) 全部出資法人 情報公開条例第２条第１項第４号に規定する全部出資法人をいう。 

 (４) 指定管理者 情報公開条例第２条第１項第５号に規定する指定管理者をいう。 

 (５) 指定管理情報 情報公開条例第７条第５項に規定する指定管理情報をいう。 

 (６) 死者情報 死者に関する情報であって、法第２条第１項各号のいずれかに該当するものをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施

行令（平成15年政令第507号）で使用する用語の例による。 

（基本理念） 

第３条 個人情報は、プライバシーを含む個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人の尊厳と基本的人

権の尊重が社会の基礎であるとの見地から、慎重に取り扱われなければならない。 

２ 生存する個人に関する情報は、高度なデジタル技術を用いた方法により、個人の利益のみならず公共の利益

のために活用することが可能であり、政策や事業活動、県民生活の面においても欠かせないものであることに

配慮しなければならない。 

３ 死者情報は、死者の尊厳が社会の基礎であるとの見地から、社会通念に照らし慎重に取り扱われなければな

らない。 

（県の責務） 

第４条 県は、保有する個人情報の取扱いについて本人の権利利益を侵害しないよう最大限の配慮をしなければ

ならない。 

２ 県は、生存する個人に関する情報の適正かつ効果的な活用が豊かな県民生活の実現に資するものであること

を踏まえ、その適確かつ有効な利用を図らなければならない。 

３ 県は、前条第３項の基本理念にのっとり、保有する死者情報の取扱いに当たっては、最大限の配慮をしなけ
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ればならない。 

（県民の責務） 

第５条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を

侵害しないようにするとともに、自己の個人情報の保護に努めなければならない。 

（施策の推進） 

第６条 県は、個人情報の保護を図るため必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、実施機関における個人情報の取扱いに関し意見、提言又は苦情があったときは、意見若しくは提言の

趣旨を十分に踏まえ、積極的に施策への反映を図り、又は苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な措置を講

ずるものとする。 

３ 県は、個人情報の取扱いに関し事業者と県民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするた

め、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。 

（死者に関する情報の取扱い等） 

第７条 実施機関における死者に関する情報の取扱いについては、生存する個人に関する情報の取扱いに係る法

第５章第１節、第２節（第62条、第68条、第69条第２項（第１号及び第４号（本人以外の者に提出することが

明らかに本人の利益になることに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）及び第71条を除く。）及び第75条

の規定の例によるものとする。 

第２章 個人情報の保護 

第１節 実施機関における個人情報の取扱い等 

（条例個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第８条 実施機関（病院事業の管理者、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター及び公立大学法人公立鳥取環

境大学を除く。）は、当該実施機関が保有している個人情報ファイルであって法第74条第２項第９号に該当す

るものについて、規則で定める事項を付記した帳簿（以下「条例個人情報ファイル簿」という。）を作成し、

公表しなければならない。ただし、条例個人情報ファイル簿を作成し、公表することにより特定の個人が識別

されるおそれがあると実施機関が認める場合は、この限りでない。 

（開示請求書に記載しなければならない事項） 

第９条 開示請求書には、法第77条第１項各号に掲げる事項のほか、開示請求の処理を迅速かつ適切に行うため

に必要なものとして規則で定める事項を記載しなければならない。 

（開示請求の手続の特例） 

第10条 知事以外の実施機関に対する開示請求は、法第77条第１項に規定する手続によるほか、開示請求書を知

事の補助機関が設置する窓口に提出する方法によりすることができる。この場合において、当該補助機関の職

員は、提出された開示請求書を当該実施機関に送付するものとする。 

（実施機関等の職員の氏名等の開示） 

第11条 法第78条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の規定により開示することとされている情

報として条例で定めるものは、次の各号に掲げる情報とする。 

 (１) 情報公開条例第９条第２項第２号ウに掲げる情報のうち、当該個人が実施機関、公社、全部出資法人又

は指定管理者の職員（県が設立した地方独立行政法人、公社、全部出資法人及び指定管理者にあっては、そ

の役員を含む。以下同じ。）である場合における当該職員の氏名（次条第１号に掲げる情報を除く。） 

(２) 情報公開条例第９条第２項第２号ウに掲げる情報のうち、当該個人が公社、全部出資法人又は指定管理

者の職員である場合におけるもの（前号及び次条第１号に掲げる情報を除く。） 

 (３) 情報公開条例第９条第２項第２号エに掲げる情報 

(４) 公社及び全部出資法人に関する情報並びに指定管理情報（次条第２号から第４号までに掲げるものを除

く。） 

（不当に権利利益を侵害するおそれがある場合における職の名称等の不開示） 

第12条 法第78条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の規定により不開示とする必要があるもの

として条例で定めるものは、次の各号に掲げる情報とする。 
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 (１) 公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人

通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行

政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員、地方独立

行政法人の役員及び職員、公社の職員、全部出資法人の職員並びに指定管理者の職員をいう。）の職務の遂

行に係る情報（指定管理者にあっては、指定管理情報に限る。）に含まれる当該公務員等の職の名称その他

職務上の地位を表す名称及び氏名（当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報であって、

規則で定めるものに限る。） 

 (２) 情報公開条例第９条第２項第５号に掲げる情報のうち、公社若しくは全部出資法人に係るもの又は指定

管理情報に係るもの 

 (３) 情報公開条例第９条第２項第６号に掲げる情報のうち、公社若しくは全部出資法人に係るもの又は指定

管理情報に係るもの 

 (４) 情報公開条例第９条第２項第７号に掲げる情報 

 (５) 情報公開条例第９条第２項第８号に掲げる情報 

（開示請求に対する措置） 

第13条 実施機関は、法第82条第１項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する決定をし、又

は同条第２項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない決定をし、その旨を書面により通

知する場合において、当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を

付記するものとする。 

（開示決定の期限の特例） 

第14条 実施機関は、当該実施機関があらかじめ定める保有個人情報の開示請求があったときは、法第83条の規

定にかかわらず、当該実施機関が定めるところにより、直ちに開示決定等をし、及び法第82条の規定による通

知を行うものとする。ただし、開示請求をする者が代理人である場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、

直ちに当該保有個人情報を開示するものとする。 

（開示の際の本人等確認手続） 

第15条 保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関に、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代

理人であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 

（開示の請求等に係る手数料） 

第16条 法第89条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示を受ける地方公共団体等行政

文書１件につき、別表の左欄に掲げる手数料の種類ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に定める額とする。 

２ 知事及び病院事業の管理者は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところに

より、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 

３ 前２項の規定による手数料の納付に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。 

（行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料） 

第17条 法第119条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計

額を加算した額とする。 

 (１) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに3,950円 

 (２) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をする場合に限る。） 

２ 法第119条第４項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加

工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を

締結する者が法第119条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額 

 (２) 法第115条（法第118条第２項において準用する場合を含む。）の規定により当該行政機関等匿名加工情

報の利用に関する契約を締結した者 12,600円 
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３ 前２項の規定による手数料の納付に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。 

第２節 鳥取県個人情報保護審査会 

（設置等） 

第18条 次に掲げる事務を行うため、鳥取県個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

 (１) 法第105条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する

こと。 

 (２) 法第129条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 

２ 知事は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合（議会の議決により地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定による専決処分をすることとされている場合を除く。）において、個人情報の

適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会

に諮問することができる。 

（組織） 

第19条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

（委員） 

第20条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 

５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（会長） 

第21条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（合議体） 

第22条 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体（以下この条において「総会」という。）で、第18条第

１項各号に掲げる事務を行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、審査会の指名する委員３名をもって構成する合

議体（以下この条において「部会」という。）で、第18条第１項第１号に掲げる事務（以下「審査請求の調査

審議」という。）を行うことができる。 

３ 総会及び部会は、会長が招集する。 

４ 総会は、会長が議長となる。 

５ 総会は過半数の委員の、部会はこれを構成する全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することが

できない。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 部会の議事は、その部会を構成する委員の過半数をもって決する。 

８ 審査請求の調査審議を行う場合において、特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議

があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。 

（審査会の調査権限） 

第23条 審査会は、審査請求の調査審議を行う場合において、必要があると認めるときは、諮問庁（法第105条

第３項において準用する同条第１項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下この節において同

じ。）に対し、保有個人情報（法第78条第１項第４号、第94条第１項又は第102条第１項に規定する開示決定

等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報であって、諮問を受けた審査請求に係るものに限る。

以下この条及び次条において同じ。）の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に

対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 
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３ 審査会は、審査請求の調査審議を行う場合において、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人

情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に

提出するよう求めることができる。 

（委員による調査手続） 

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第１項の規定により提示された保有

個人情報を閲覧させることができる。 

（提出資料の写しの送付等） 

第25条 行政不服審査法（平成26年法律第68号）第78条の規定にかかわらず、審査会は、第23条第３項の規定に

よる資料の提出又は法第106条第２項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第３項におい

て準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出が

あったときは、これらの資料又は主張書面の写し（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項

を記載した書面）を当該資料を提出した審査関係人（審査請求人、参加人（同法第13条第４項に規定する参加

人をいう。）又は諮問庁をいう。以下同じ。）以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、第三者の利

益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

２ 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面の提出人の意見

を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（調査審議手続の非公開） 

第26条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第18条第１項第２号の事務に係る調査審議の手

続については、この限りでない。 

（雑則） 

第27条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。 

第３章 雑則 

（運用状況の公表） 

第28条 知事は、毎年、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、規則で定めるところによ

り、公表しなければならない。 

（規則への委任） 

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 罰則 

第30条 第20条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第31条 前条の規定は、県の区域外において同条の罪を犯した者にも適用する。 

第32条 偽りその他不正の手段により、保有死者情報（実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報

であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの（地方公共

団体等行政文書に記録されているものに限る。）をいう。）の提供を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

  附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37号）附

則第１条第７号に掲げる規定（同法第51条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の鳥取県個人情報保護条例（以下「旧個人

情報保護条例」という。）第12条第１項、第21条第１項若しくは第24条の３第１項の規定による請求又は第27

条第１項の規定による申出若しくは第30条第１項の規定による再申出がされた場合における旧個人情報保護条

例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに申出に対する措置については、なお従前の例によ

る。 

２ 施行日前に旧個人情報保護条例第25条第１項又は第30条第３項の規定による諮問がされた場合における調査

審議については、なお従前の例による。 
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３ 施行日前に旧個人情報保護条例第34条第１項の提案がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する実

施機関非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、私人に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契

約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。 

第３条 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第47条第１項の規定により設置された鳥取県個人情報保護

審議会（以下「個人情報保護審議会」という。）の委員である者は、施行日に、改正後の鳥取県個人情報保護

条例第20条第１項の規定により鳥取県個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合におい

て、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、施行日の前日における個

人情報保護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

第４条 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報保護条例第２条

第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）又は旧個人情報保護条例第45条第１項に規定する

実施機関非識別加工情報等（以下「旧実施機関非識別加工情報等」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。 

(１) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第２条第３号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」と

いう。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施

行前において旧個人情報又は旧実施機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者 

 (２) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧実施機関非識別加工情報等の取扱いの委託

を受けた業務に従事していた者 

２ この条例の施行の際現に個人情報保護審議会の委員である者又はこの条例の施行前において個人情報保護審

議会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第47条第６項の規定による職務上知ることができた秘密を漏

らしてはならない義務については、なお従前の例による。 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密

に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第２条第８号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係

るもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、２

年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

(１) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員で

あった者 

 (２) 第１項第２号に掲げる者 

４ 前項各号に掲げる者が、この条例の施行前においてその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第２条第

７号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又

は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

５ 前２項の規定は、県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

６ この条例の施行前にした行為及び第２項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条

例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（鳥取県情報公開条例の一部改正） 

第５条 鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

目次 

第１章 略 

第２章 公文書の開示等 

第１節・第２節 略 

第３節 鳥取県情報公開審査会（第22条―第27

条） 

第４節 略 

目次 

第１章 略 

第２章 公文書の開示等 

第１節・第２節 略 

第３節 鳥取県情報公開審議会（第22条―第27

条） 

第４節 略 
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第３章～第５章 略 

附則 

 

第３章～第５章 略 

附則 

 

（開示義務） 

第９条 略 

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号

に掲げる情報のいずれかが含まれている場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係

る公文書を開示しないものとする。 

(１) 略 

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。第12条第１号におい

て同じ。）であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等（文書、図画若し

くは電磁的記録に記載され、若しくは記録さ

れ、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ

れた一切の事項をいう。）により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と照合す

ることにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）若しくは個人識

別符号（個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号。以下「個人情報保護法」とい

う。）第２条第２項に規定する個人識別符号が

含まれるもの又は特定の個人を識別することは

できないが、公にすることにより、なお個人の

権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

 ア～エ 略 

(２の２) 個人情報保護法第60条第３項に規定す

る行政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定

する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成す

るものに限る。以下この号において「行政機関

等匿名加工情報」という。）又は行政機関等匿

名加工情報の作成に用いた同条第１項に規定す

る保有個人情報から削除した同法第２条第１項

第１号に規定する記述等若しくは同条第２項に

規定する個人識別符号 

(３)～(５) 略 

(６) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方

公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資

法人又は指定管理者が行う事務又は事業に関す

る情報（指定管理者にあっては、指定管理情報

に限る。）であって、公にすることにより、次

に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質

上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及

（開示義務） 

第９条 略 

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号

に掲げる情報のいずれかが含まれている場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係

る公文書を開示しないものとする。 

(１) 略 

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。第12条第１号におい

て同じ。）であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等（文書、図画若し

くは電磁的記録に記載され、若しくは記録さ

れ、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ

れた一切の事項をいう。）により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と照合す

ることができ、それにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）又は

特定の個人を識別することはできないが、公に

することにより、なお個人の権利利益を侵害す

るおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報

を除く。 

 

 

 

ア～エ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)～(５) 略 

(６) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方

公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資

法人又は指定管理者が行う事務又は事業に関す

る情報（指定管理者にあっては、指定管理情報

に限る。）であって、公にすることにより、次

に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質

上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及
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ぼすおそれがあるもの 

 ア～エ 略 

オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する

企業、地方独立行政法人、公社、全部出資法

人又は指定管理者に係る事業に関し、その企

業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 

(７)・(８) 略 

ぼすおそれがあるもの 

  ア～エ 略 

オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又

は独立行政法人等、地方独立行政法人、公

社、全部出資法人若しくは指定管理者に係る

事業に関し、その企業経営上の正当な利益を

害するおそれ 

(７)・(８) 略 

   

（部分開示） 

第10条 略 

２ 開示請求に係る公文書に前条第２項第２号の情

報（特定の個人を識別することができるものに限

る。）が含まれている場合において、当該情報の

うち、特定の個人を識別することができることと

なる記述等又は個人識別符号の部分を除くことに

より、公にしても、個人の権利利益が侵害される

おそれがないと認められるときは、当該部分を除

いた部分は、同号の情報に含まれないものとみな

して、前項の規定を適用する。 

 

（部分開示） 

第10条 略 

２ 開示請求に係る公文書に前条第２項第２号の情

報（特定の個人を識別することができるものに限

る。）が含まれている場合において、当該情報の

うち、特定の個人を識別することができることと

なる記述等の部分を除くことにより、公にして

も、個人の権利利益が侵害されるおそれがないと

認められるときは、当該部分を除いた部分は、同

号の情報に含まれないものとみなして、前項の規

定を適用する。 

 

（審査会への諮問等） 

第19条 実施機関は、前条第１項に規定する審査請

求があったときは、次に掲げる場合を除き、速や

かに、鳥取県情報公開審査会に諮問しなければな

らない。 

(１)・(２) 略 

２ 略  

（審議会への諮問等） 

第19条 実施機関は、前条第１項に規定する審査請

求があったときは、次に掲げる場合を除き、速や

かに、鳥取県情報公開審議会に諮問しなければな

らない。 

(１)・(２) 略 

２ 略 

 

第３節 鳥取県情報公開審査会 

 

（設置） 

第22条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県情

報公開審査会（以下「審査会」という。）を設置

する。 

(１) 第19条第１項の規定による諮問に応じて調

査審議すること。 

(２) 公文書条例第18条第２項の規定による審査

請求に係る諮問に応じて調査審議すること。 

(３)・(４) 略 

 

第３節 鳥取県情報公開審議会 

 

（設置） 

第22条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県情

報公開審議会（以下「審議会」という。）を設置

する。 

(１) 第19条第１項の規定による諮問に応じて審

議すること。 

(２) 公文書条例第18条第２項の規定による審査

請求に係る諮問に応じて審議すること。 

(３)・(４) 略 

 

（組織） 

第23条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

 

（組織） 

第23条 審議会は、委員５人以内で組織する。 

 

（委員） （委員） 
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第24条 略 

２・３ 略 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後

任者が任命されるまで引き続きその職務を行うも

のとする。 

５ 略 

 

第24条 略 

２・３ 略 

 

 

 

４ 略 

 

（会長） 

第25条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 略 

 

（会長） 

第25条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 略 

 

（合議体） 

第26条 審査会は、委員の全員をもって構成する合

議体（以下この条において「総会」という。）

で、第22条各号に掲げる事務を行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合

においては、審査会の指名する委員３人をもって

構成する合議体（以下この条において「部会」と

いう。）で、第22条第１号及び第２号に掲げる事

務（以下「審査請求の調査審議」という。）を行

うことができる。 

３ 総会及び部会は、会長が招集する。 

４ 総会は、会長が議長となる。 

５ 総会は過半数の委員の、部会はこれを構成する

全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決

することができない。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

７ 部会の議事は、その部会を構成する委員の過半

数をもって決する。 

８ 審査請求の調査審議を行う場合において、特定

の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審

査会の決議があったときは、当該事件に係る議決

に参加することができない。 

 

（会議） 

第26条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議

長となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会

議を開くことができない。 

 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（審査会の調査権限） 

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、第

19条第１項の規定により諮問をした実施機関又は

公文書条例第18条第２項の規定により諮問をした

知事（以下「諮問機関」という。）に対し、審査

請求に係る公文書又は特定歴史公文書等の提示を

求めることができる。この場合においては、何人

（審議会の調査権限） 

第28条 審議会は、必要があると認めるときは、第

19条第１項の規定により諮問をした実施機関又は

公文書条例第18条第２項の規定により諮問をした

知事（以下「諮問機関」という。）に対し、審査

請求に係る公文書又は特定歴史公文書等の提示を

求めることができる。この場合においては、何人
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も、審査会に対し、その提示された公文書又は特

定歴史公文書等の開示を求めることができない。 

２ 諮問機関は、審査会から前項の規定による求め

があったときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機

関に対し、審査請求に係る公文書又は特定歴史公

文書等に記録されている情報の内容を審査会の指

定する方法により分類し、又は整理した資料を作

成し、審査会に提出するよう求めることができ

る。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会

は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参

加人又は諮問機関（以下「審査関係人」とい

う。）に意見書又は資料の提出を求めること、適

当と認める者にその知っている事実を陳述させ又

は鑑定を求めることその他必要な調査をすること

ができる。 

５ 審査会は、前２項の資料又は意見書が提出され

たときは、その写しを当該資料又は意見書を提出

した審査関係人以外の審査関係人に送付するもの

とする。ただし、当該資料又は意見書を提出した

審査関係人の利益を害するおそれがあると認めら

れるとき、その他正当な理由があるときは、この

限りでない。 

６ 審査会は、前項の規定による送付をしようとす

るときは、当該送付に係る資料又は意見書を提出

した審査関係人の意見を聴かなければならない。

ただし、審査会が、その必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

７ 審査会は、必要があると認めるときは、その指

名する委員に、第１項の規定により提示された公

文書又は特定歴史公文書等を閲覧させることがで

きる。 

 

も、審議会に対し、その提示された公文書又は特

定歴史公文書等の開示を求めることができない。 

２ 諮問機関は、審議会から前項の規定による求め

があったときは、これを拒んではならない。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、諮問機

関に対し、審査請求に係る公文書又は特定歴史公

文書等に記録されている情報の内容を審議会の指

定する方法により分類し、又は整理した資料を作

成し、審議会に提出するよう求めることができ

る。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審議会

は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参

加人又は諮問機関（以下「審査関係人」とい

う。）に意見書又は資料の提出を求めること、適

当と認める者にその知っている事実を陳述させ又

は鑑定を求めることその他必要な調査をすること

ができる。 

５ 審議会は、前２項の資料又は意見書が提出され

たときは、その写しを当該資料又は意見書を提出

した審査関係人以外の審査関係人に送付するもの

とする。ただし、当該資料又は意見書を提出した

審査関係人の利益を害するおそれがあると認めら

れるとき、その他正当な理由があるときは、この

限りでない。 

 

（意見の陳述） 

第29条 審査会は、審査関係人から申立てがあった

ときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機

会を与えなければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参

加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出

席することができる。 

 

（意見の陳述） 

第29条 審議会は、審査関係人から申立てがあった

ときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機

会を与えなければならない。ただし、審議会が、

その必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参

加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出

席することができる。 

 

（意見書等の提出） （意見書等の提出） 
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第30条 審査関係人は、審査会に対し、意見書又は

資料（以下この条において「意見書等」とい

う。）を提出することができる。 

２ 審査会は、審査請求に係る諮問に対し開示決定

又は特定歴史公文書等を利用させるとの決定をす

べき旨の答申をしようとするときは、第14条第１

項及び第２項又は公文書条例第15条第１項及び第

２項の規定による意見書を提出する機会を付与し

なかった第三者に対し、意見書等を提出する機会

を与えなければならない。ただし、当該第三者の

所在が判明しないときは、この限りでない。 

３ 前２項の規定により審査関係人又は第三者が意

見書等を提出する場合において、審査会が意見書

等を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該

審査関係人又は第三者は、その期間内にこれを提

出しなければならない。 

４ 審査会は、第１項及び第２項の意見書等が提出

されたときは、その写しを当該意見書等を提出し

た審査関係人以外の審査関係人に送付するものと

する。ただし、当該意見書等を提出した審査関係

人の利益を害するおそれがあると認められると

き、その他正当な理由があるときは、この限りで

ない。 

５ 審査会は、前項の規定による送付をしようとす

るときは、当該送付に係る意見書等を提出した審

査関係人の意見を聴かなければならない。ただ

し、審査会が、その必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

 

第30条 審査関係人は、審議会に対し、意見書又は

資料（以下この条において「意見書等」とい

う。）を提出することができる。 

２ 審議会は、審査請求に係る諮問に対し開示決定

又は特定歴史公文書等を利用させるとの決定をす

べき旨の答申をしようとするときは、第14条第１

項及び第２項又は公文書条例第15条第１項及び第

２項の規定による意見書を提出する機会を付与し

なかった第三者に対し、意見書等を提出する機会

を与えなければならない。ただし、当該第三者の

所在が判明しないときは、この限りでない。 

３ 前２項の規定により審査関係人又は第三者が意

見書等を提出する場合において、審議会が意見書

等を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該

審査関係人又は第三者は、その期間内にこれを提

出しなければならない。 

４ 審議会は、第１項及び第２項の意見書等が提出

されたときは、その写しを当該意見書等を提出し

た審査関係人以外の審査関係人に送付するものと

する。ただし、当該意見書等を提出した審査関係

人の利益を害するおそれがあると認められると

き、その他正当な理由があるときは、この限りで

ない。 

 

（調査審議手続の非公開） 

第31条 この節の規定により審査会が行う調査審議

の手続は、公開しない。 

 

（調査審議手続の非公開） 

第31条 この節の規定により審議会が行う調査審議

の手続は、公開しない。 

 

（答申書の送付等） 

第32条 審査会は、第19条第１項又は公文書条例第

18条第２項の規定による諮問に対する答申をした

ときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に

送付するとともに、その概要を、審査会が適切と

認める方法により公表するものとする。 

 

（答申書の送付等） 

第32条 審議会は、第19条第１項又は公文書条例第

18条第２項の規定による諮問に対する答申をした

ときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に

送付するとともに、その概要を、審議会が適切と

認める方法により公表するものとする。 

 

（雑則） 

第33条 前節及びこの節に定めるもののほか、審査

会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。 

 

（雑則） 

第33条 前節及びこの節に定めるもののほか、審議

会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

 

（罰則） （罰則） 
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第43条 第24条第５項の規定に違反して秘密を漏ら

した者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処する。 

第43条 第24条第４項の規定に違反して秘密を漏ら

した者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処する。 

  

（鳥取県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 前条の規定による改正後の鳥取県情報公開条例（以下「改正後情報公開条例」という。）第９条第２項

及び第10条第２項の規定は、施行日以後にされる開示請求（改正後情報公開条例第６条第１項に規定する開示

請求をいう。以下同じ。）について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。 

第７条 施行日前に附則第５条の規定による改正前の鳥取県情報公開条例（以下「改正前情報公開条例」とい

う。）第19条第１項又は鳥取県公文書の管理に関する条例（平成23年鳥取県条例第52号）第18条第２項の規定

による諮問がされた場合における改正後情報公開条例第22条に規定する審査会による調査審議については、な

お従前の例による。 

第８条 この条例の施行の際現に改正前情報公開条例第22条の規定により設置されている鳥取県情報公開審議会

（以下この条及び次条において「審議会」という。）は、改正後情報公開条例第22条の規定により設置された

鳥取県情報公開審査会（次項において「審査会」という。）となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この条例の施行の際現に改正前情報公開条例第24条第１項の規定により審議会の委員に任命されている者は、

改正後情報公開条例第24条第１項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、施行日の前日における審議会

の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

第９条 この条例の施行の際現に審議会の委員である者又はこの条例の施行前において審議会の委員であった者

に係る改正前情報公開条例第24条第４項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務

については、なお従前の例による。 

第10条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

（鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正） 

第11条 鳥取県住民基本台帳法施行条例（平成14年鳥取県条例第42号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（本人確認情報の保護に関する審議会） 

第６条 法第30条の40第１項に規定する本人確認情

報の保護に関する審議会は、鳥取県個人情報保護

条例（令和４年鳥取県条例第 号）第18条第１項

の規定により設置された鳥取県個人情報保護審査

会（以下「審査会」という。）とする。 

２ 審査会は、法第30条の40第２項に規定する事務

を行うため必要があると認めるときは、関係職員

その他の関係者に対して、出席を求めて意見若し

くは説明を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 

（本人確認情報の保護に関する審議会） 

第６条 法第30条の40第１項に規定する本人確認情

報の保護に関する審議会は、鳥取県個人情報保護

条例（平成11年鳥取県条例第３号）第47条第１項

の規定により設置された鳥取県個人情報保護審議

会（以下「審議会」という。）とする。 

２ 審議会は、法第30条の40第２項に規定する事務

を行うため必要があると認めるときは、関係職員

その他の関係者に対して、出席を求めて意見若し

くは説明を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 

  

（鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正） 

第12条 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成16年鳥取県条例第67号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

   

（秘密保持義務） 

第12条 指定管理者若しくは指定管理者であった者

又は管理施設の業務に従事している者若しくは従

事していた者は、個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号）及び鳥取県個人情報保護

条例（令和４年鳥取県条例第 号）を遵守し、個

人情報が適切に保護されるよう配慮するととも

に、管理施設の管理に関し知り得た秘密を漏ら

し、又は管理施設の管理以外の目的に使用しては

ならない。 

（秘密保持義務） 

第12条 指定管理者若しくは指定管理者であった者

又は管理施設の業務に従事している者若しくは従

事していた者は、鳥取県個人情報保護条例（平成

11年鳥取県条例第３号）を遵守し、個人情報が適

切に保護されるよう配慮するとともに、管理施設

の管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は管理施

設の管理以外の目的に使用してはならない。 

  

（鳥取県公文書等の管理に関する条例の一部改正） 

第13条 鳥取県公文書等の管理に関する条例（平成23年鳥取県条例第52号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第12条 略 

２ 略 

３ 館長は、特定歴史公文書等に個人情報の保護に

関する法律（平成15年法律第57号）第２条第１項

に規定する個人情報が記録されている場合には、

当該個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その

他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講

じなければならない。 

４ 略 

 

 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第12条 略 

２ 略 

３ 館長は、特定歴史公文書等に鳥取県個人情報保

護条例（平成11年鳥取県条例第３号）第２条第１

号に規定する個人情報が記録されている場合に

は、当該個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止

その他個人情報の適正な管理のために必要な措置

を講じなければならない。 

４ 略 

 

（鳥取県情報公開審査会への諮問等） 

第18条 略 

２ 知事は、前項に規定する審査請求があったとき

は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

鳥取県情報公開審査会に諮問しなければならな

い。 

(１)・(２) 略 

３ 知事は、前項の規定による諮問に対する答申を

受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該

審査請求に対する裁決をしなければならない。 

（鳥取県情報公開審議会への諮問等） 

第18条 略 

２ 知事は、前項に規定する審査請求があったとき

は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

鳥取県情報公開審議会に諮問しなければならな

い。 

(１)・(２) 略 

３ 知事は、前項の規定による諮問に対する答申が

あったときは、これを尊重して、速やかに、当該

審査請求に対する裁決をしなければならない。 

  

（鳥取県債権回収計画等に関する条例の一部改正） 

第14条 鳥取県債権回収計画等に関する条例（平成25年鳥取県条例第36号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
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（債権の管理により収集した情報の利用等） 

第３条 実施機関（鳥取県個人情報保護条例（令和 

４年鳥取県条例第 号）第２条第１項第１号に規

定する実施機関をいう。以下同じ。）は、県の債

権のうち法令の規定に基づき国税又は地方税の滞

納処分の例により処分することができるもの（以

下「強制徴収公債権」という。）について、履行

期限までに履行しない者があるときは、当該強制

徴収公債権の管理に必要な範囲内において、当該

強制徴収公債権以外の強制徴収公債権及び県の債

権のうち強制徴収公債権以外のもの（以下「非強

制徴収債権」という。）並びに徴収金債権の管理

により収集した情報を利用し、又は他の実施機関

に提供することができる。 

２ 略 

（債権の管理により収集した情報の利用等） 

第３条 実施機関（鳥取県個人情報保護条例（平成

11年鳥取県条例第３号）第２条第３号に規定する

実施機関をいう。以下同じ。）は、県の債権のう

ち法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分

の例により処分することができるもの（以下「強

制徴収公債権」という。）について、履行期限ま

でに履行しない者があるときは、当該強制徴収公

債権の管理に必要な範囲内において、当該強制徴

収公債権以外の強制徴収公債権及び県の債権のう

ち強制徴収公債権以外のもの（以下「非強制徴収

債権」という。）並びに徴収金債権の管理により

収集した情報を利用し、又は他の実施機関に提供

することができる。 

２ 略 

  

（鳥取県附属機関条例の一部改正） 

第15条 鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表第１（第２条関係） 

名称 調査審議する事項 

 略  

鳥取県個人情報

保護審査会 

(１) 鳥取県個人情報保護

条例（令和４年鳥取県条

例第 号）第18条第１項

各号に掲げる事項 

 略 

鳥取県情報公開

審査会 

 略 

 略  
 

別表第１（第２条関係） 

名称 調査審議する事項 

 略  

鳥取県個人情報

保護審議会 

(１) 鳥取県個人情報保護

条例（平成11年鳥取県条

例第３号）第47条第１項

各号に掲げる事項 

 略 

鳥取県情報公開

審議会 

 略 

 略  
 

  

別表（第16条関係） 

手数料の種類 開示の実施の方法 手数料の額 

写しの作成に

係る手数料 

用紙に複写したもの又は電磁的記録を

用紙に出力したものの交付 

日本産業規格

Ａ列３番以下

の大きさのも

の 

単色刷り

の場合 

１枚につき10円 

複色刷り

の場合 

１枚につき20円 

日本産業規格

Ａ列２番の大

きさのもの 

単色刷り

の場合 

１枚につき40円 

複色刷り

の場合 

１枚につき140円 

日本産業規格

Ａ列１番の大

単色刷り

の場合 

１枚につき80円 
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きさのもの 複色刷り

の場合 

１枚につき180円 

写真フィルムを印画したものの交付 １枚につき10円 

スライドを印画したものの交付 １枚につき100円 

光ディスク(ＣＤ―Ｒ)に複写したものの交付 １枚につき30円 

光ディスク(ＤＶＤ―Ｒ)に複写したものの交付 １枚につき50円 

録音カセットテープに複写したものの交付 １巻につき50円 

写しの送付に

係る手数料 

写しの交付に送付を伴うもの 重量が25グラム以下のもの １件につき560円 

重量が25グラムを超え、50

グラム以下のもの 

１件につき600円 

重量が50グラムを超え、100

グラム以下のもの 

１件につき620円 

重量が100グラムを超え、

150グラム以下のもの 

１件につき690円 

重量が150グラムを超え、

250グラム以下のもの 

１件につき730円 

重量が250グラムを超え、

500グラム以下のもの 

１件につき870円 

重量が500グラムを超え、１

キログラム以下のもの 

１件につき1,060円 

重量が１キログラムを超

え、２キログラム以下のも

の 

１件につき1,520円 

重量が２キログラムを超

え、４キログラム以下のも

の 

１件につき1,830円 
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事

年

款 項 業

度

名

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

2 593,034,000 591,000,000 2,034,000 182,616,093 182,000,000 616,093 410,417,907 409,000,000 1,417,907

3 845,128,000 771,000,000 74,128,000 1,236,671,700 1,128,000,000 108,671,700 △ 391,543,700 △ 357,000,000 △ 34,543,700

計 1,438,162,000 1,362,000,000 76,162,000 1,419,287,793 1,310,000,000 109,287,793 18,874,207 52,000,000 △ 33,125,793

　

報告第１号

２
　
企
画
費

令　和　３　年　度　鳥　取　県　継　続　費　精　算　報　告　書

特　　定　　財　　源

地方債 その他
一般財源

舞

台

機

構

設

備

等

改

修

事

業

費

倉

吉

未

来

中

心

舞

台

照

明

・

年　割　額
一般財源

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源特　　定　　財　　源

その他

２
　
総
務
費

比　　　　　　　　　　　　　　　　較

左　　の　　財　　源　　内　　訳

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画

左　　の　　財　　源　　内　　訳

支出済額

地方債

実　　　　　　　　　　　　　　　　績

年割額と
支出済額
の　　差 一般財源

国庫支出金 地方債 その他 国庫支出金国庫支出金

-
 
2
9
 
-


